
規

則

訓

令

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
十
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
福
島
県

規
則
第
八
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

先
物
取
引
に
係
る
事

先
物
取
引
に
係
る
事

様
式
第
三
号
中

業
所
得
及
び
雑
所
得

を

業
所
得
､
譲
渡
所
得

に
改
め
る
。

及
び
雑
所
得

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
訓
令
第
一
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

昭
和
五
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中｢

胸
部
健
康
診
断
、
結
核
健
康
診
断｣

を｢

定
期
健
康
診
断｣

に
改
め
、｢

、

成
人
病
予
防
健
康
診
断｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

胸
部
健
康
診
断｣

を｢

定
期
健
康
診
断｣

に
、

｢

す
べ
て
の
職
員｣

を｢

全
て
の
職
員(

人
間
ド
ッ
ク
健
康
診
断
の
受
診
の
対
象
と
な
る
職
員
を
除
く
。)｣

に
改
め
、
同
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
五
項
と

し
、
同
条
第
八
項
中｢

女
子
職
員｣

の
下
に｢

(

人
間
ド
ッ
ク
健
康
診
断
の
受
診
の
対
象
と
な
る
職
員

を
除
く
。)

｣
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中｢

成
人
病
罹り

患｣

を｢

生
活
習

慣
病
罹り

患｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
中
第
十
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第

九
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
項
と
す
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
知
事
の
資

産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
一
〇

訓

令

○
福
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
訓
令

一
一
〇

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救

急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
一
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
取
下

げ
が
あ
っ
た
件

一
一
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

一
一
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
一
一

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た

件

一
一
一

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

一
一
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
の
た
め
当
該

通
知
の
内
容
を
掲
示
す
る
件

一
一
二

○
都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

一
一
二

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
件

一
一
二

公

告

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た

件

一
一
三

○
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

一
一
三

福
島
県
議
会

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議

会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

一
一
三

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

一
一
三



告

示

別
表
胸
部
健
康
診
断(

間
接
撮
影)

の
項
中｢胸

部
健
康
診
断
(間
接
撮
影
)
｣

を｢定
期
健
康
診

断
(胸
部
Ｘ
線
検
査
(間
接
撮
影
)
)
｣

に
改
め
、
同
表
胸
部
健
康
診
断(

精
密
検
査)

・
結
核
健
康

診
断
の
項
中｢胸

部
健
康
診
断
(精
密
検
査
)
・
結
核
健
康
診
断
｣

を｢定
期
健
康
診
断
(胸
部
Ｘ
線

検
査
(精
密
検
査
)
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
三
年
三
月
六
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究
所
附

福
島
市
荒
井
北
三
丁
目
一
│
一
三

平
成
二
六
年
三
月
五
日

属
南
東
北
福
島
病
院

(

地
域
医
療
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件(

平
成
二
十
三

年
福
島
県
告
示
第
二
十
号)

に
よ
り
告
示
し
た
ジ
ャ
ス
ト
黒
岩
店
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
、
平
成
二
十

三
年
三
月
四
日
付
け
で
当
該
届
出
を
し
た
者
か
ら
取
下
げ
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
三
年
三

月
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管
理
課
市

民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ジ
ャ
ス
ト
黒
岩
店

福
島
県
福
島
市
黒
岩
字
浜
井
場
五
番
地
の
一
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一�

駐
車
場
の
位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

二�

駐
車
場
の
収
容
台
数

(

変
更
前)

百
九
十
七
台

(

変
更
後)

二
百
三
台

２

駐
車
場
の
出
入
口
の
位
置

(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

平
成
二
十
三
年
十
一
月
五
日

２

駐
車
場
の
出
入
口
の
位
置

平
成
二
十
三
年
四
月
四
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
四
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
白
石
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
箇

地
区
に
係
る
県
営
集
落
基
盤
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係

る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
か
ら(

二
十
日
間)
同

年
四
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

白
河
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号
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土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
大
野
第
一
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
地
管
理
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
大
清
水
四
九
の
九
、
四
九
の
一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
通
知
の
内
容
を
塙
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

小
峰
英
之
、
下
重
宗
正

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
告
示

第
九
十
一
号)

及
び
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
告
示
第
九
十
二
号)

に
よ
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い

て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。
こ
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

新
た
に
都
市
計
画
に
含
ま
れ
た
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
北
荒
蒔
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
沢
目
、
久
之
浜
町
久
之
浜

字
立
、
四
倉
町
字
五
丁
目
、
四
倉
町
字
八
日
十
日
、
四
倉
町
字
西
四
丁
目
、
四
倉
町
字
和
具
、
四
倉

町
字
町
田
、
四
倉
町
字
田
戸
及
び
四
倉
町
字
田
戸
前
の
各
一
部
の
区
域

二

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
た
土
地
の
区
域

い
わ
き
市
の
う
ち
久
之
浜
町
久
之
浜
字
北
荒
蒔
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字
立
、
久
之
浜
町
久
之
浜
字

館
ノ
山
、
四
倉
町
字
西
四
丁
目
及
び
四
倉
町
字
町
田
の
各
一
部
の
区
域

三

新
た
に
都
市
計
画
に
車
線
の
数
を
定
め
た
道
路
名

三
・
七
・
一
二
八
号

久
之
浜
港
線

三
・
六
・
一
六
三
号

新
町
田
戸
前
線

四

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

五

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

施
行
者
の
名
称

広
野
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
野
�
葉
都
市
計
画
下
水
道
事
業(

広
野
公
共
下
水
道)

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
九
月
二
十
一
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件(

平
成
十
六
年
福

島
県
告
示
第
九
百
二
十
四
号)

の
事
業
地
の
う
ち
双
葉
郡
広
野
町
大
字
折

木
字
高
倉
、
字
大
田
川
、
字
大
平
、
字
舘
、
字
高
萩
、
字
関
の
上
、
字
田

中
、
字
正
木
内
及
び
字
台
山
、
大
字
上
浅
見
川
字
沢
目
及
び
字
切
通
、
大

字
下
浅
見
川
字
築
地
、
字
広
長
、
字
本
町
、
字
桜
田
及
び
字
松
下
、
大
字

下
北
迫
字
岩
沢
、
字
二
ツ
沼
、
字
大
谷
地
原
、
字
新
町
、
字
東
町
、
字
東

原
、
字
西
町
、
字
上
大
吹
、
字
腰
巻
、
字
前
川
原
、
字
火
ノ
口
、
字
久
保
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742

登
録
番
号

(福
島
県
)

741

583

登
録
番
号

(福
島
県
) 公

告

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

肥
料
の

種
類

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

な
た
ね

油
か
す

及
び
そ

の
粉
末

肥
料
の

種
類

53.0
重

質
炭
酸

カ
ル
シ

ウ
ム

�

5
.0
な

た
ね
油

か
す
粉

末 肥
料
の

名
称53.0重

質
炭

酸
カ
ル
シ

ウ
ム
G
50

肥
料
の

名
称 － 5.0

窒
素
全
量 保
証
成
分
量
(％
)

－ 2.0

り
ん
酸
全
量

53.0

ア
ル
カ
リ
分

保
証
成
分
量

(％
)

－ 1.0

加
里
全
量

53.0

－ ア
ル

カ
リ

分

そ
の
他
の
制

限
事
項
は
公

定
規
格
の
と

そ
の
他

の
規
格

そ
の
他
の
制

限
事
項
は
公

定
規
格
の
と

お
り

該
当
事
項
な

し

そ
の
他

の
規
格

三
共
精

粉
株
式

会
社

氏
名
又

は
名
称

三
共
精

粉
株
式

会
社

増
子
二

郎 氏
名
又

は
名
称

岡
山
県
新
見

市
高
尾
2484

の
24 住

所

岡
山
県
新
見

市
高
尾
2484

の
24

福
島
県
郡
山

市
久
留
米
６

丁
目
28番

１
号

住
所

平
成
23
年

２
月
１
日

失
効

年
月
日

平
成
29年

３
月
６
日

平
成
29年

３
月
３
日

更
新
し
た

登
録
の

有
効
期
限

742

登
録
番
号

(福
島
県
)福

島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
議
会

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料

肥
料
の

種
類

53.0重
質
炭

酸
カ
ル
シ

ウ
ム
G
50

肥
料
の

名
称

53.0

ア
ル
カ
リ
分

保
証
成
分
量

(％
)

そ
の
他
の
制

限
事
項
は
公

定
規
格
の
と

お
り そ
の
他

の
規
格

三
共
精

粉
株
式

会
社

氏
名
又

は
名
称

岡
山
県
新
見

市
高
尾
2484

の
24 住

所

平
成
23年

２
月
１
日

失
効

年
月
日

田
、
字
北
釜
、
字
浜
田
、
字
苗
代
替
、
字
折
返
、
字
宮
田
及
び
字
岩
作
並

び
に
大
字
上
上
北
迫
字
代
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

な
し

(

下
水
道
課)

公
告
第
五
十
二
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料
の

登
録
の
有
効
期
間
を
次
の
と
お
り
更
新
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

公
告
第
五
十
三
号

肥
料
取
締
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
登
録
は
失

効
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
業
総
合
セ
ン
タ
ー)

福
島
県
議
会
告
示
第
一
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
議
会
議
長

佐

藤

憲

保

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
福
島
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程(

平

成
七
年
福
島
県
議
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

先
物
取
引
に
係
る
事

先
物
取
引
に
係
る
事

様
式
第
三
号
中

業
所
得
及
び
雑
所
得

を

業
所
得
､
譲
渡
所
得

に
改
め
る
。

及
び
雑
所
得

｣
｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
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の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

並
び
に
地
方
自
治
法
第

八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の

一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
平
成
二
十
三
年
三
月

二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
三
、
一
五
〇

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を

合
算
し
て
得
た
数)

三
四
二
、
九
一
四

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

選
挙
区

選
挙
区

伊
達
郡

二
九
、
四
三
七

福
島
市

七
九
、
〇
一
三

安
達
郡

一
八
、
二
一
八

会
津
若
松
市

三
一
、
四
三
四

岩
瀬
郡

八
、
四
七
三

郡
山
市

八
九
、
三
五
一

南
会
津
郡

八
、
五
八
〇

い
わ
き
市

九
四
、
一
三
六

耶
麻
郡

一
三
、
八
五
三

白
河
市

一
二
、
六
五
三

河
沼
郡

九
、
二
二
七

原
町
市

一
二
、
七
三
九

大
沼
郡

八
、
三
九
二

須
賀
川
市

一
八
、
一
〇
三

西
白
河
郡

一
八
、
〇
一
四

喜
多
方
市

九
、
一
一
三

東
白
川
郡

九
、
七
一
一

相
馬
市

一
〇
、
三
〇
二

石
川
郡

一
二
、
二
〇
四

二
本
松
市

九
、
〇
五
八

田
村
郡

一
九
、
七
八
七

双
葉
郡

一
九
、
九
二
二

相
馬
郡

一
〇
、
七
七
九
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